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経済産業省

製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会の
入会手続について

資料2-1

【御案内】

⚫ 現時点では素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野のみ、本協議会への入会を受け付けております。

⚫ 資料1で御紹介した追加予定の産業分類に係る入会手続は、2024年秋頃の告示等の改正以降、受付予定であり、
現時点では入会申請を受け付けておりません。入会受付の開始タイミングは、今後、御案内差し上げます。
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特定技能
外国人材の
受入れ

⚫ 特定技能外国人材を受け入れようとする事業者は、出入国在留管理庁への在留諸申請前に、
受入れを行う事業所ごとに製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会（以下、「受入れ協
議・連絡会」という。）への入会が必須です。

⚫ 入会手続は、ポータルサイトにて行うことができます（詳細は次頁）。

⚫ 入会届出の内容確認（構成員名簿への掲載若しくは不備内容のご連絡）まで、現在、約2か
月程度お時間をいただいております。

確認完了

（名簿掲載・不備内容のご連絡）

入会届出

• 日本標準産業分類等の確認

• 証明書類作成

• 入力申込項目の情報整理

準備期間 届出確認期間

【経済産業省担当や、事務局より連絡があった場合】

• 不足している情報がある場合、追加資料の提出

• 入力した申込情報の修正登録 等

出入国在留管理庁
における

手続開始～完了

2か月程度

１．入会手続の流れについて
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２．入会の届出について

⚫ 入会の届出は、ポータルサイトより行います。

１）ポータルサイトの入会届出
• 以下のURLにアクセスしてください
https://www.sswm.go.jp/entr
y/index.html

【関係機関とは】

地方公共団体、経済団
体その他の団体（受入
れ機関を除く。）であっ
て、受入れ協議・連絡
会の目的に賛同し、協
議・連絡会の行う情報
把握や周知等に協力す
るもの

【受入れ機関とは】

分野の特定技能外国
人を雇用する特定技能
所属機関又は特定技
能所属機関になろうとす
る本邦の公私の機関

２）新規入会申込みの場合、届出種別を選択
• 「受入れ機関（企業）」 または、「関係機関」を

選択してください

➔ 本資料では、受入れ機関の届出について説明します

https://www.sswm.go.jp/entry/index.html
https://www.sswm.go.jp/entry/index.html
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３．入会の届出について 受入れ機関（企業）①

⚫ 以下の流れで、入会の届出の準備を行ってください。

⚫ 事前の準備を入念に実施していただくと、届出の確認をスムーズに行うことができ、結果的に少しでも早く届出
完了（名簿掲載）できますので、御協力をお願いいたします。

⚫ 多くの届出がある産業分類については、内容の確認（構成員名簿への掲載若しくは不備内容のご連絡）ま
で、2か月程度のお時間をいただいております。

• 制度について理解

• 標準産業分類を確認し、受入れ事業所が適合しているか
を確認（直近１年の製造品出荷額等があるか確認）

• その他要件の該否等を確認

• 証明書類の準備

• 届出時の入力内容の改めての確認

• 受入れ事業所等の情報整理

• 届出入力・資料のアップロード

1

2

3

4

5

➢ 制度概要資料の精読
➢ セミナー参加など

➢ 日本標準産業分類の確認

➢ 証明書類サンプル（資料2-2参照）
➢ テンプレート（資料2-3参照）

➢ 入会届出時の項目一覧
（資料2-4）

３）提出する証明書類等の事前準備～届出

本分野共通「４点セット」を
必ずテンプレートを利用して準備

https://www.sswm.go.jp/entry/form_pre.html

https://www.soumu.go.jp/main_content/000290724.pdf
https://www.sswm.go.jp/entry/form_pre.html
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３．入会の届出について 受入れ機関（企業）②

⚫ 届出内容を確認した結果、追加での証憑書類の提出や届出内容の修正をお願いすることがあります。

⚫ その際は、マイページから情報の更新をお願いいたします。

４）届出情報の補足・修正の依頼

• 届出情報に不足がある場合や、修正が必要な場合
は、事務局よりメールにてご案内いたしますので、マイ
ページから更新をお願いいたします。
https://www.sswm.go.jp/entry/index_login.php

• 上記ページで登録したメールアドレスを入力し

届出番号とパスワードを入力してログインしてください。

• 届出番号と仮パスワードは、最初に届出した際に受
信した自動配信メールに記載されています。

• 今後、マイページにログインする際に必要となりますの
で、仮パスワードは任意のものに変更のうえ、大切に
保管してください。

https://www.sswm.go.jp/entry/index_login.php
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（参考）届出に当たって特にご留意いただきたい事項

⚫ これまでの届出やお問合せの傾向から、特にご留意いただきたい点をまとめております。

１）入会完了時点は、受入れ協議・連絡会構成員名簿への掲載の時点です

• 入会届出を提出時点で「新規届出受付」というメールが届きますが、入会完了ではありません。届出いただいた内容について、受入れ協議・連絡会にて
確認を行った上で、受入れ協議・連絡会構成員名簿への掲載が行われて入会完了となります。

• また、「入会完了まで2か月程度」は、届出内容に不備なく最短で入会できた場合です。多くの事業所様は１～２回の修正対応をいただいておりますの
で、余裕を持ってご提出ください。

２）受入れ協議・連絡会は事業所で製造している製造品と産業分類の該当可否を確認しています

• 提出いただく証明書類には、特定技能外国人材本人の業務区分（職種）を記載する必要はありません。製造品に該当する産業分類を選択してくだ
さい。

３）企業向け製造業特定技能外国人相談窓口での、産業分類の該当可否の最終判断はできません

• 製造品と産業分類の該当確認は、最終的にご提出された証明書類・画像等にて行います。

４）証明書類では、製造品1つにつき、産業分類を１つ選択してください

• 複数の製造品を届け出たい場合は、それぞれの製造品に紐付く産業分類を明確に記載してください。

• なお、証明書類作成時にはページを追加していただいても構いません。

５）製造品の画像が権利等の関係で提出不可の場合でも、理由書に加えできる限りの情報提出が必要です

• 理由書には、画像提出不可の理由を記載してください。（様式は問いません）

• 製造品が不明ですと入会可否の確認ができません。理由書のほかに、製造品、用途の内容が分かるようできる限り詳細に説明をしてください。具体的に
は、製造品がどの部分に利用されどういった効果をもたらすのか、最終的にどのような製造品に組み込まれるのか、という点をご記載ください。

• なお、製造品そのものではなく、汎用的な製品や同型の製品画像、イラストを一例として掲載いただくことも可能です。
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